
（令和６年度）通学路における
点検箇所及び対応の方向性について
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地点3 向台町3-5付近（徳州苑北側の道路）
スピードを出した車両が多く通るが、わき道があること
がわかりにくいため、児童と接触する危険性がある。
➣ 現在の路面標示を変更する必要があるか確認する。

地点4 南町5-14付近
道幅が狭く、見通しが悪い道を車両が多く通るため、児
童と接触する危険性がある。
➣ 反射鏡の大きさを変更する。
➣ 白線を設置する。
➣ 車両に対する注意喚起の看板を交換又は設置する。
➣ 停止線・「止まれ」の再溶着を田無警察署に依頼する。
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地点1 南町5-7付近（セブンイレブン前・横断歩道）
車両が多く通り、児童が渡ろうとしても止まらないことが
あるため、危険である。
➣ 車両に対する注意喚起の看板を設置する。
➣ 交通面でのパトロールの強化を田無警察署に依頼する。

地点2 向台町2-1付近（小学校東門前）
校門の前だが、スピードを出した車両が多く通り、児童と
接触する危険性がある。
➣ 自転車に対する注意喚起の看板を設置する。
➣ Ｔ字の再溶着を検討する。
➣ 停止線・「止まれ」・ダイヤマークの再溶着を田無警
察署に依頼する。
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【その他の危険箇所】
・住宅の植栽が伸びていて見通しが悪く、児童が車両と
接触する危険性がある。
➣ 所有者に植栽の剪定を依頼する。

・狭い道を車両が多く通るため、児童と接触する危険性
がある。また、住宅の植栽が伸びていて見通しが悪く、
児童が車両と接触する危険性がある。
➣ スクールゾーン規制の取締りの強化を田無警察署に
依頼する。

➣ 所有者に植栽の剪定を依頼する。
➣ 児童への交通安全指導を徹底する。
➣ 白線とグリーンベルトの設置を検討する。


